
別記第十二号様式（第十二条関係）（平31法省令7・令元法省令10・一部改正）番号日本国政府法務省年月日手数料納付書印紙出入国在留管理庁長官殿金円也（￥）日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条第5項に基づき，上記金額を手数料として納付します。納付者氏名署名（注）用紙の大きさは，日本産業規格A列4番とする。  


